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本日の説明内容

• 事業概要について

• 用地測量について

• 用地補償について



事業概要の説明事項

路線概要について

木密地域不燃化１０年プロジェクト

及び 特定整備路線について

道路の構造について

今後の事業の進め方について



補助第９０号線 路線図



補助第９０号線 路線図

事業予定区間



補助第９０号線

・特定整備路線

・優先整備路線

平面図

町屋駅

JR交差部



路線図



補助第９０号線

環状第４号線

・特定整備路線

・優先整備路線

・優先整備路線

平面図



木密（もくみつ）地域の現状

震災時に特に甚大な被害が
想定される木密地域
(整備地域約7,000ha)

○ 木造住宅が密集

地震火災など

大きな被害が想定

○ 狭あいな道路や

行止り道路が多い

消防活動等に支障

木造住宅密集地域



荒川地域 面積約５９１ｈａ



補助第９０号線

・特定整備路線

・優先整備路線

平面図



木密地域で道路が未整備の場合・・・

木造住宅が密集道路が未整備

延焼拡大

火災が広範囲に拡大

整備前

出火

出火



特定整備路線が整備されると・・・

沿道建物建替
不燃化促進道路整備

延焼防止

市街地の延焼を遮断

道 路

沿道建物建替
・不燃化促進

整備後

「燃え広がらないまち」を実現

延焼遮断帯を形成

出火

出火



特定整備路線の整備により・・・

 延焼遮断帯が形成され、
大規模な市街地火災を防ぐ

 震災時の安全な避難路が確保

 緊急車両等の通行路確保され
救助・救援活動が円滑に

防災性が大幅に向上



補助第９０号線 横断イメージ

標準幅員 ２５ｍ

水道・下水道など 電線共同溝

車道部 自転車・歩道自転車・歩道

（都電荒川線並走区間）



補助第９０号線 横断イメージ

歩道 歩道

標準幅員 ２５ｍ

水道など 電線共同溝

都電荒川線 車道部車道部

（都電荒川線同一区間）



環状第４号線 整備イメージ

線形改良 安全性向上

電線類地中化 快適な歩行空間確保



補助第136号線 梅田一丁目地内
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用地測量について
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① 都市計画道路に係る土地について、現
地において関係権利者の立会の上、隣
接する土地との境界等を調査・確認し
ます。

② 境界確認に基づき、一筆ごとに土地の
測量を行い、用地取得に必要な面積の
算出及び図面を作成します。

※  関係する土地の権利者様に、立会いを
お願いするお手紙を立会日の約２週間
前に送らせていただきます。

※  立会を行うに当りましては、その土地
の権利関係の資料を調査した上で、予
めその土地に立ち入らせていただくこ
ともございます

用 地 測 量 と は・・・

権利関係の資料とは（例）

１．登記所に登記されている地積測量図

２．登記されていないが、隣接者が立会
い確認の押印をした測量図

３．現地の杭や刻み、鋲等

※ 隣接者の立会いがない資料は参考資
料となります（建築確認資料等）



用 地 測 量 の 範 囲 図

用地測量範囲 延長約1800ｍ

事業予定区間凡例

N

荒川一丁目

南千住一丁目

町屋一丁目

第二峡田小

町屋交差点

荒川区役所
第三峡田小



境界点（立会をお願いする点） 確認する境界（筆境）凡例

境 界 立 会 確 認 の 例

都市計画線

都市計画線

Ｄ

Ｅ

Ｃ

Ｂ

現在の道路

Ａ
②

③

④

⑤①

確認していただく方境界点

Ａ、Ｂ、公有地所有者①

Ａ、Ｂ、Ｃ②

Ａ、Ｃ、Ｄ③

Ａ、Ｄ、Ｅ④

Ａ、Ｅ、公有地所有者⑤



都市計画線との境界点 確認した境界（筆境）凡例

都市計画線の標示

都市計画線

都市計画線

Ｄ

Ｅ

Ｃ

Ｂ

現在の道路

Ａ

いあ



身分証明書、腕章（見本）

顔写真

公 印



用地補償について



１ 用地取得の一般的な流れ
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２ 用地説明会



３ 物件調査



４ 土地価格の評価



５ 契約のための協議



６ 契約の締結



７ 補償金の支払い

建物解体後



残金の支払い

８ 建物の解体、工作物の撤去

都職員による完了確認



分筆・所有権移転登記は都が行います

９ 土地の引渡し



みなさまのご理解とご協力を
お願いいたします

東京都第六建設事務所


